
雇用政策基本方針、全国指針、地方方針のイメージ

【策定主体】 都道府県労働局長
【趣旨】
毎年度、全国指針を踏まえ、都道府県知事の意見を聞いて策定する
各労働局における雇用施策の方針。

※地域の産業、就業構造を踏まえ都道府県が実施する福祉施策及び
両立支援対策、産業振興施策等との連携についても盛り込む予定。

地方方針（毎年度策定）

【策定主体】 厚生労働大臣
【趣旨】
毎年度、「地方方針」の策定に資するために、雇用政策基本方針に

盛り込まれた内容を踏まえ、具体的な雇用施策、職業能力開発施策
及びその他の施策との連携のあり方等を示すもの。

全国指針（毎年度策定）

【趣旨】
「進路と戦略」で示される政府としての中長期的な雇用対策の基本的
考え方を踏まえつつ、改正雇用対策法第４条に規定された国が講ず
べき施策に即して策定。

雇用政策基本方針

都道府県知事
（省令事項）

地方労働審議会

２２年度予算成立後、速やかに策定

２２年度予算成立及び全国指針の策定後、
速やかに策定

平成２０年２月２９日に策定済み

意見聴取

審議、了承

※雇用施策実施方針
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雇用政策基本方針（平成２０年２月２９日）

①誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現
・若者の雇用・生活の安定と働く意欲・能力の向上

→フリーター、派遣労働者などの不安定就労者の正社員就職支援、若者の働く意欲を高める「若者自立塾」の実施、等

・女性のキャリアの継続と再就職等の実現

→保育サービスの充実、短時間勤務制度などの柔軟な働き方の環境整備、マザーズハローワークにおける就職支援、等

・いくつになっても働ける社会の実現

→年齢制限禁止の徹底、70歳まで働ける企業の普及、シルバー人材センターによる多様な就業や地域参加の機会の確保、等
・障害者等への支援

→障害者の雇用機会の拡大、福祉から雇用への移行に向けた総合的取組、母子世帯等に対する「チーム支援」の強化、等

・地域における雇用創出の推進

→雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における雇用創出支援、U・Ｉターンの促進、等
・労働力需給調整機能の強化

→労働者派遣事業に係る厳正な指導監督と派遣制度の見直し、セーフティネットとしてのハローワークの機能強化、等

本格的な人口減少に伴う労働力人口不足の懸念、グローバル化や技術革新等がもたらした課題を乗り越え、経済社会の持

続的な発展を強固なものとし、人々の「雇用・生活の安定」を確保するため、「安定の確保」、「多様性の尊重」、「公正の確保」

を基軸とし、当面5年程度の間、以下の雇用政策を強力に推進

②働く人すべての職業キャリア形成の促進

・職業キャリアを支援するインフラの充実、職業生涯を通じたキャリア支援

→多様な教育訓練システムの充実、キャリア・コンサルティングの普及、経営団体と協力した「ジョブ・カード」制度の普及、等

・専門的・技術的分野の外国人の就業促進と就業環境の改善

→専門的・技術的分野の外国人の就業促進、外国人労働者の雇用管理の改善、外国人研修・技能実習制度の適正化と見直し、等

・中小企業や福祉・介護分野の人材確保対策

→熟練技能者の技能継承支援、中小企業の人材ニーズに応える教育訓練制度、福祉・介護分野の人材確保、等

③多様性を尊重する「仕事と生活の調和が可能な働き方」への見直し

・仕事と生活の調和が可能な働き方のための企業の取組の促進・支援と労働者に対する意識啓発

・多様な働き方を主体的に選択できる就業環境の整備

→パートの均衡待遇の確保、パート・有期契約労働者の処遇の改善や正社員転換支援、等
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～すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の実現～
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